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【９月１日付】全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部緊急提言 

【ワクチン接種関係の抜粋】 

 

２．ワクチン接種の円滑な実施について 

 

（１）３回目・４回目接種の取組 

   ９月中にもオミクロン株対応ワクチンの接種が始まることが想定される中、３

回目・４回目接種の接種控えが起きる可能性がある。一方、国立感染症研究所の

研究によると、３回目接種は BA.5 に対しても相当程度の発症予防効果が見込ま

れることが明らかとなった。第７波の収束に向けて、国としてこのようなエビデ

ンスに基づいた接種方針を明確に示し、改めて国民に向けた強力なアナウンスを

行うこと。 

   また、４回目接種の接種対象者について、社会経済活動を維持するためにも、

医療従事者の家族やエッセンシャルワーカーをはじめ、接種を希望される方の対

象追加及び、３回目接種からの接種間隔の弾力的運用を検討するとともに、検討

段階から自治体へ情報提供を行い、準備期間を確保すること。その際、オミクロ

ン株対応ワクチンの接種開始にあたり、現場が混乱することのないよう、従来株

ワクチンとの切り替え時期や住み分けについても早急に整理すること。 

   併せて、現在４回目接種に使用できるのはファイザー社及びモデルナ社ワクチ

ンのみとなっているが、最新の知見も踏まえてノババックス社ワクチンなども使

用できるよう検討すること。 

 

（２）オミクロン株対応ワクチンの接種準備  

   オミクロン株対応ワクチンの接種については、１０月半ば以降の実施に向け、

初回接種者全員を対象と想定した準備を始めるよう指示があった。一方、９月中

の接種開始を検討との報道がされるとともに、接種対象者や接種間隔等について

は、引き続き分科会で審議されることになっている。 

   しかし、実務上、接種対象者や接種間隔、ワクチンの供給量・スケジュール等

が決まらないと、自治体は接種券発送や医療従事者、会場の確保等を進めること

が困難である。地方の現場と十分に協議し、できるだけ早期の実施に向けて、接

種方針を早急に決定し、事前の情報提供による準備期間を確保することで、混乱

が生じないよう必要な対応を取ること。 

   また、３回目・４回目接種の接種率が上がらない中で、オミクロン株対応ワク

チンについても接種控えが懸念される。接種の推進に向けて、国が責任をもって

科学的なエビデンスに基づいた接種の安全性、効果等について国民に対して丁寧

に説明すること。 

   併せて、接種率の向上に向けて、ワクチンについては、国民のニーズの高いフ

ァイザー社ワクチンを中心に必要量を確保・供給すること。加えて、モデルナ社

ワクチンの優位性などを示し、国民がモデルナ社ワクチンを避けることにならな
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いように広く情報提供すること。 

 

（３）１２歳未満の子供への接種 

   ５歳から１１歳の子供については、９月上旬から接種の努力義務を課すととも

に３回目接種を実施する方針が示されたが、接種を進めるためには改めて接種の

必要性に係る理解促進が必要であり、国として科学的根拠を踏まえて、分かりや

すいメッセージを強く打ち出すこと。 
   併せて、７月に薬事申請がなされた６ヶ月から４歳の子供への接種方針につい

て、自治体に対し、検討状況に係る事前の情報提供を行い、準備期間を確保する

こと。 

   また、かかり増し経費に対する財政措置として、全国統一的に接種費負担金の

加算措置を講じる等、適正な措置を確実に講じること。 
   小児の接種には保護者の付き添いが必要であり、企業等に協力を求めるなど、

引き続き、国として休暇を取得しやすい環境づくりに努めること。 

 

（４）その他 

   今月末に迫った特例臨時接種の実施期間の延長について、早急に正式決定を行

うとともに、来年度予算編成作業に必要となるワクチン接種の中長期的な方針を

早期に示すこと。 

   ワクチンの配送時点で有効期限を明示するなど、地方自治体が計画的に接種に

用いることができるよう十分に配慮すること。また、国の主導により都道府県域

を越えた調整や職域接種会場と地方自治体の交換など、ワクチンを柔軟に融通で

きる仕組みを構築すること。さらに、有効期限の短いワクチンについては、早期

の使用が見込まれる諸外国に提供するなど有効活用を図ること。 

   また、ワクチンの副反応を疑う症状への対応については、一部を除き、関係医

療機関を非公表として協力を得て実施してきた。国として医療機関の公表に向け

た調整を地方自治体に求めているが、公表によって関係医療機関に問い合わせが

集中し、業務ひっ迫が懸念される。まずは、国として統一的な相談窓口や専門医

療機関を設け、「遷延する症状」に対する治療方法の研究を行うなど、全国どこで

も同じ水準の診療を受けられる環境整備を行うこと。 

   ワクチン接種後に死亡された方への救済にあたっては、因果関係の判断等に時

間を要している。遺族の方の生活支援等のためにも迅速に手続を進めるとともに、

見舞金の給付等の幅広い方策を検討すること。 

   さらに、これまでの接種と同様にワクチン接種のための人材確保が課題となる

ため、へき地以外の地域においてもへき地と同様に看護師及び准看護師の労働者

派遣を可能とする特例措置の期間延長を検討すること。 

 

 


